
 

 

区 画 整 理 事 業 

に 伴 う 住 所 表 示 変 更 

各 種 手 続 き の し お り 

（略称）住所変更手続きのしおり 

 

 

平成２５年 1 月２６日から 

駅西地区の住所の表示が変更されます。 
 

 

 

 

 

 

 

十 日 町 市 
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１．は じ め に 

 皆さまがお住まいの地域は、平成５年から十日町駅西土地区画整理事業によって市

街地整備が行われてきました。 

現在は事業の完了に向けた最終的な作業に入っておりますが、それに伴い平成２５

年１月２６日（土）に町名地番変更が実施されます。 

そこで、この町名地番変更により、住所等がどのように変わるのか、またどのよう

な手続きが必要になるのかをご案内いたします。 

 

２．実施後の表示の仕方について 

 町名地番変更が実施されますと、皆さまの住所や本籍、土地・建物の住所が新しい

表し方になります。 

 住所の詳細については、地権者に送付した換地処分通知か、区画整理地内に住所を

有する方に１１月に送付した住所変更のお知らせをご覧ください。 

 

古い住所表示 新しい住所表示 

 

十日町市 子  ○○番地 

 

十日町市 丑  ○○番地 

 

十日町市 寅甲 ○○番地 

 

（〒９４８－００６５） 

十日町市 高田町三丁目  ○○番地 

 

（〒９４８－００７５） 

十日町市 丸 山 町   ○○番地 

 

（〒９４８－００７８） 

十日町市 千 代 田 町   ○○番地 

 

（〒９４８－００９１） 

十日町市 稲荷町三丁目  ○○番地 

 

（〒９４８－００９２） 

十日町市 稲荷町三丁目北 ○○番地 

 

（〒９４８－００９３） 

十日町市 稲荷町三丁目南 ○○番地 
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□□ この「しおり」をお読みになるにあたって □□ 

 

 ①この「しおり」は、手続きの概要をお示ししたものです。 

記載内容に疑問がある場合や、しおりに記載のない項目については、「しおり」記載

のお問い合わせ先か、お持ちの証書・契約書等の相手先に、手続きが必要かご確認く

ださい。 

 

②手続きに際してはお問い合わせ先に詳細をご確認のうえ、手続きを行ってください。 

 

 ③ページの隅に 手続不要 と記載されている項目でも、赤字で記載されている部分は特

にご注意ください。 
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１.ご自身で手続きをする必要がないもの（３ページから１２ページ） 

（１）市役所関係 

項  目 対 象 者 変更箇所 説    明 お問い合わせ先 

住民基本台帳 

（住 民 票） 

区画整理地内に住所を

有している方 
住所欄 ・市役所が新しい住所に変更します 

本庁：市民生活課 

市民年金係 

℡025-757-3116 

 

支所：市民課 

川西支所 

℡025-768-4956 

中里支所 

℡025-763-2513 

松代支所 

℡025-597-2221 

松之山支所 

℡025-596-3152 

住民基本台帳カード 

（写真なし） 

（写真あり）は 13ページ 

左記をお持ちの方 住所欄 ・市役所が新しい住所に変更します 

印鑑登録証 

電子証明書 

（公的個人認証） 
証明書をお持ちの方 住所データ ・そのまま継続してご利用いただけます 

市民生活課 

市民年金係 

℡025-757-3116 

 

 手続不要 
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項  目 対 象 者 変更箇所 説    明 お問い合わせ先 

旅    券 

（パスポート） 
左記をお持ちの方 

所持人 

記入欄 

・ご自身で最終ページの「所持人記入欄」

の住所を二重線で消して余白に新住

所を記入してください 
市民生活課 

市民年金係 

℡025-757-3116 
年 金 手 帳 住所欄 ・ご自身で新住所を記入してください 

児童扶養手当証書 左記をお持ちの方 住所欄 
・新住所に変更されたとものとして取扱

います 子育て支援課 

子育て支援係 

℡025-757-3719 ○児童手当 

○児 童 扶 養 手 当 

児童手当・児童扶養手

当を受給の方 
住所データ 

・新住所に変更されたとものとして取扱

います 

国 民 健 康 保 険 

被 保 険 者 証 

左記をお持ちの方 住所欄 

・新住所に変更されたものとして取り扱

います 

・一斉更新の際に新しい住所に書き替え

ます 

※新住所の被保険者証が必要な方は右

記にお申し出ください 

お問い合わせ先は次の

ページ（５ページ）を

ご覧ください 後期高齢者医療  

被 保 険 者 証 

 

 

手続不要 
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項  目 対 象 者 変更箇所 説    明 お問い合わせ先 

国 

民 

健 

康 

保 

険 

被保険者資格証明書 

左記をお持ちの方 住所欄 

・新住所に変更されたものとして取り

扱います 

・更新の際に新しい住所に書き替えま

す 

 

※新住所の証書が必要な方は右記に

お申し出ください 

 

本庁：市民生活課 

国 保 係 

℡025-757-3735 

 

支所：市民課 

川西支所 

℡025-768-4956 

中里支所 

℡025-763-2513 

松代支所 

℡025-597-2221 

松之山支所 

℡025-596-3152 

 

高齢受給者証 

限度額適用認定証 

限 度 額 適 用 

・標準負担額減額証 

標準負担額減額認定証 

特定疾病療養受療証 

県老受給者証 

県老限度額適用認定証 

後 期 高 齢 者 医 療  

被保険者資格証明書 

 

 
手続不要 
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項  目 対 象 者 変更箇所 説    明 お問い合わせ先 

後

期

高

齢

者

医

療 

限 度 額 適 用 

・標準負担額減額認定証 

左記をお持ちの方 住所欄 

・新住所に変更されたものとして取り

扱います 

・更新の際に新しい住所に書き替えま

す 

※新住所の証書が必要な方は右記に

お申し出ください 

本庁：市民生活課 

国 保 係 

℡025-757-3735 

 

支所：市民課 

川西支所 

℡025-768-4956 

中里支所 

℡025-763-2513 

松代支所 

℡025-597-2221 

松之山支所 

℡025-596-3152 

特定疾病療養受療証 

介 

護 

保 

険 

被 保 険 者 証 

左記をお持ちの方 住所欄 

・新住所に変更されたものとして取り

扱います 

・更新の際に新しい住所に書き替えま

す 

福 祉 課 

介護保険係 

℡025-757-3757 

負担限度額認定証 

特定負担限度額認定証 

利用者負担限度額減額 

・ 免 除 認 定 証  

手続不要 
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項  目 対 象 者 変更箇所 説    明 お問い合わせ先 

社 会 福 祉 法 人 等  

利用者負担軽減確認証  
左記をお持ちの方 住所欄 

・新住所に変更されたものとして取り

扱います 

福 祉 課 

高齢福祉係 

℡025-757-9758 

生 活 管 理 指 導  

短期宿泊事業利用券 
左記をお持ちの方 住所欄 

・新住所に変更されたものとして取り

扱います 

福 祉 課 

おとしより相談係 

℡025-757-9758 

紙おむつ等給付券 左記をお持ちの方 住所欄 
・新住所に変更されたものとして取り

扱います 

福祉課 高齢福祉係 

℡025-757-9758 

福祉課 障がい福祉係 

℡025-757-3782 

特別児童扶養手当証書 

左記をお持ちの方 住所欄 
・新住所に変更されたものとして取り

扱います 

福 祉 課 

障がい福祉係 

℡025-757-3782 

地域生活支援事業受給者証 

重度心身障害者医療受給者証 

精神障害者保健福祉手帳 

精神障害者医療費受給者証 

 

 手続不要 
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項  目 対 象 者 変更箇所 説    明 お問い合わせ先 

自立支援医療受給者証 

左記をお持ちの方 住所欄 
・新住所に変更されたものとして取り扱

います 

福祉課 

障がい福祉係 

℡025-757-3782 
障害福祉サービス受給者証 

妊 婦 （ 乳 児 ）  

一般健康診査受診票 
左記をお持ちの方 住所欄 

・新住所に変更されたものとして取り扱

います 健康支援課 

母子保健係 

℡025-757-9759 
母 子 健 康 手 帳 左記をお持ちの方 住所欄 

・ご自身で手帳の住所を二重線で消して

余白に新住所を記入してください 

子ども・ひとり親家庭等  

医療費助成受給者証  
左記をお持ちの方 住所欄 

・新住所に変更されたものとして取り扱

います 

子育て支援課 

子育て支援係 

℡025-757-3719 

犬の飼い主の住所 

（ 犬 の 鑑 札 ） 
犬の飼い主 

住所 

データ 

・新住所に変更されたものとして取り扱

います 

環境衛生課 

環境企画係 

℡025-752-3924 

 

手続不要 
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項  目 対 象 者 変更箇所 説    明 お問い合わせ先 

法人市民税関係 

区画整理地内に本

店・支店を有する会社

等 

本店・支店

の所在地 

・新住所に変更されたものとして取り扱

います 
税 務 課 

市民税係 

℡025-757-3716 

軽自動車税関係 
軽自動車税納税義務

者 
住所 

・新住所に変更されたものとして取り扱

います 

固定資産税・都市計画税 

納税通知書及び資産証明 

建物の所有者若しく

は納税義務者 

建物の 

所在地番 

・登記されていない建物（未登記建物）

については、新地番に変更されたもの

として取扱います 

税 務 課 

家屋資産税係 

℡025-757-3728 

 

 

 

 

 

 

 

手続不要 
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項  目 対 象 者 変更箇所 説    明 お問い合わせ先 

道路占用許可証 

（ 市 道 ） 
左記をお持ちの方 住所欄 

・新住所に変更されたものとして取扱

います 

建設課監理係 

℡025-757-3117 
公共物使用許可証 

保育園への手続き 在園されている方 
住所 

データ 

・新住所に変更されたものとして取扱 

います 

子育て支援課 

保育園係 

℡025-757-9169 

公立小中学校への手続き 学校に在学されている方 
住所 

データ 

・新住所に変更されたものとして取扱 

います 

教育委員会 

学校教育課 

学事係 

℡025-757-9957 

○市税 

○介護保険料 

○上下水道使用料 

○市奨学金 

○返還口座振替 

口座振替を登録されてい

る方 

住所 

データ 

・新住所に変更されたものとして取扱 

います 
各担当課 

 

 

手続不要 
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（２）市役所以外 

項  目 説      明 お問い合わせ先 

運転免許証の 

記載事項変更 

・次回の運転免許更新申請の際に変更します 

※次回の更新前に変更を希望される方は、十日町交通センターで手続き

が可能です 

 

□ 上記の手続き（更新・更新前の変更）を行う際には、「住所変

更証明書」をご持参ください。 

㈶十日町地区交通安全協会 

（十日町交通センター） 

℡025-757-6055 

自動車保管場所証明 手続きは不要です 

三輪、四輪の軽自動車の 

自動車検査証の住所変更 

※新住所への変更を希望される方は、自動車検査証に「住所変更証明書」

を添付のうえ、右記に住所変更を申し出てください 

軽自動車検査協会 

新潟主管事務所長岡支所 

℡0258-22-0555 

 

 

 

 

 

 
手続不要 
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項  目 説      明 お問い合わせ先 

恩給受給者の住所 

（ 個 人 ） 
手続きは不要です 

総 務 省 

人事・恩給局恩給相談室 

℡03-5273-1400 

郵    便 
郵便物は旧住所でも配達されます 

※親しい方への住所変更のお知らせは、ご自身で行って下さい。 
最寄りの郵便局 

国 民 年 金 

・厚生年金受給者 

（ 個 人 ） 

原則、手続きは不要です 

※ただし、次のいずれかに該当する場合は届出が必要です。 

・年１回、現況届を提出している方 

・日本年金機構に届出されている住所が住民票上の住所と異なる方 

・外国籍の方 

・老齢福祉年金、特別障害給付金を受給されている方 

※届書は、年金事務所または市役所本庁の市民生活課窓口にあります。 

日本年金機構 

六日町年金事務所 

（お客様相談室） 

℡025-716-0802 

国 民 年 金 の 

第１号被保険者  

（ 個 人 ） 

手続きは不要です 

※ただし、転居に伴う住所変更の場合は、市役所での手続きが必要です 

日本年金機構 

六日町年金事務所 

（国民年金課） 

℡025-716-0800 

ＮＨＫ受信料 手続きは不要です 

ＮＨＫ新潟放送局営業部 

℡025-230-1651 

（平日 9：30～18：00） 

手続不要 



13 
 

２.ご自身で手続きをしていただくもの（１３ページから１４ページ） 

（１）市役所関係 

項  目 対 象 者 変更箇所 説    明 お問い合わせ先 

住民基本台帳カード 

（写真あり） 

＜MEGO3カードを含む＞ 

→（写真なし）は３ページ 左記をお持ちの方 住所欄 
市役所の各窓口で変更手続きを行ってく

ださい 

市民生活課 

市民年金係 

℡025-757-3116 

在留カード及び 

特別永住者証明書 

身体障害者手帳 

左記をお持ちの方 住所欄 
市役所の各窓口で変更手続きを行ってく

ださい 

福 祉 課 

障がい福祉係 

℡025-757-3782 療育手帳 

認可地縁団体 認可地縁団体 規約住所欄 
規約変更後、市役所で変更手続きを行っ

てください 
企画政策課 

協働推進係 

℡025-757-3693 ＮＰＯ法人の事務所 

及び役員住所変更  

所轄庁の認証を 

受けたＮＰＯ法人 
登記事項 

「（略称）会社等変更登記のしおり」を

参照のうえ新潟地方法務局で変更登記を

行ってください 

 

 
手続必要 
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（２）市役所以外 

項  目 必要となる手続き お問い合わせ先 

雇 用 保 険 

適用事業主の方  

（ 法 人 等 ） 

雇用保険事業主事業所各種変更届を提出してください 
十日町公共職業安定所 

℡025-757-2407 

労働保険名称、所在地等変更届を提出してください 

十日町公共職業安定所 

℡025-757-2407 

十日町労働基準監督署 

℡025-752-2079 

求人申込をされた 

事 業 主 の 方 

（ 法 人 等 ） 

求人申込時にお申し出ください 
十日町公共職業安定所 

℡025-757-2407 

厚 生 年 金 保 険 に  

加入している被保険者  

（ 個 人 ） 

・事業主へ「住所変更証明書」を提示し住所変更した旨を申出した後に、事業

主を経由して「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」をご提出くだ

さい 

・被扶養配偶者（国民年金の第３号被保険者）の住所が変更になる場合につい

ても、同様に届出のご提出をお願いします 

日本年金機構 

六日町年金事務所 

（厚生年金 

適用徴収課） 

℡025-716-0801 
健 康 保 険 

・厚生年金保険 

適 用 事 業 所 

（ 法 人 等 ） 

事業主は、「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更（訂正）届（管

轄内）」に「住所変更証明書」を添付し提出してください 

手続必要 
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３.変更手続きが必要か確認のうえ、ご自身で手続きしていただくもの（１５ページから１８ページ） 

（１）法務局関係 

項  目 対 象 者 変更欄 説    明 お問い合わせ先 

不動産登記簿 

（土 地） 

区画整理地内に土地

を所有されている方 

権利部 

（甲区） 

 

（「所有権に関する事項」

の所有者住所） 

必要に応じて法務局で変更手続き（「住所

変更証明書」を添付）を行ってください 

※登記は換地処分後の字・地番、地目、面積

で作成されます。 
新潟地方法務局 

十日町支局 

℡025-752-2575 

不動産登記簿 

（建 物） 

区画整理地内に建物

を所有されている方 

権利部 

（甲区） 

 

（「所有権に関する事項」

の所有者住所） 

必要に応じて法務局で変更手続き（「住所

変更証明書」を添付）を行ってください 

※登記の左記以外の部分は、換地処分後のも

のに修正されます（一部、登記と現況が異な

る建物は修正できない場合があります）。 

会社等登記簿 
区画整理地内 

の会社等 

会社等所在地 

・役員住所等 

「（略称）会社等変更登記のしおり」を参

照のうえ、必要な手続きを行ってください 

新潟地方法務局 

法人登記部門 

℡025-226-0955 

 

 

 

 

要確認 
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（２）金融機関等 

項  目 説     明 お問い合わせ先 

預 金 通 帳 

証   書 

キャシュカード等 

（個人・法人等） 

原則、手続きは不要です 

※当座預金、融資取引がある方や変更登記を行った方は、当行所定の「届出事

項変更届」による住所変更手続きが必要となります 

（「住所変更証明書」を添付してください） 

㈱第四銀行十日町支店 

℡025-752-4111 

原則、手続きは不要です 

※当座預金、融資取引がある方は当行所定の「届出事項変更届」により住所変

更手続きを行ってください 

当座預金口座をお持ちの方は署名判変更も行ってください 

㈱北越銀行十日町支店 

℡025-757-8111 

原則、手続きは不要です 

※当座預金、融資取引のある方は、住所変更手続きが必要ですので詳し

い手続き等については、最寄の支店にお問合せ下さい 

㈱大光銀行十日町支店 

℡025-752-3591 

原則、手続きは不要です 

※当座預金、融資取引等がある方は、住所変更の手続きが必要となる場

合があります。また、ご使用されている署名判を変更される方は、署

名判変更の手続きが必要となります 

新潟縣信用組合十日町支店 

℡025-757-3121 

新潟縣信用組合川西支店 

℡025-768-3212 

新潟縣信用組合下条支店 

℡025-756-2011 

 

要確認 
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項  目 説     明 お問い合わせ先 

預 金 通 帳 

証   書 

キャシュカード等 

（個人・法人等） 

原則、手続きは不要です 

※当座預金、生命保険、損害保険のお取引がある方、もしくは融資取引

がある方や変更登記を行った方は、当金庫所定の住所変更手続きが必

要となります（「住所変更証明書」を添付してください） 

上越信用金庫松代支店 

℡025-595-6060 

原則、手続きは不要です（ＪＡ共済含む） 

※当座貯金がある個人および法人、融資取引がある法人や変更登記を行

った法人は、当ＪＡ所定の届出様式による住所変更手続きが必要とな

ります 

十日町農業協同組合 

℡025-757-1572 

手続きは不要です 
新潟県労働金庫十日町支店 

℡025-757-8300 

原則、手続きは不要です 

※郵便局による修正が必要となりますので、お近くの郵便局に寄った際

に、局員に申し出下さい 

最寄りの郵便局 

※記載のない金融機関等は直接金融機関へお問い合わせください 

 

 

 
要確認 
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（３）その他 

項  目 説     明 お問い合わせ先 

オートバイの使用者の 

届出済証（個人・法人） 

手続きは不要です 

・届出済証の住所の変更を希望される方は、「住所変更証明書」を届出

済証記入申請書に添付して申請してください 

※申請用紙代：40円程度 

（125㏄以上 250㏄以下のオートバイが対象） 

㈳全国軽自動車協会連合会 

新潟県事務取扱所長岡支所 

℡0258-23-3115 

自動車、オートバイの 

自動車検査証の住所変更 

（個人・法人） 

手続きは不要です 

※車両の譲渡や抹消等を行う場合には、「住所変更証明書」が必要とな

る場合があります 

（不明な点があれば直接お問い合わせください） 

※自動車検査証の住所表記の変更を希望される方は、「住所変更証明書」

を変更登録申請書に添付して申請してください 

（登録手数料：無料 申請用紙代金：30円程度） 

（オートバイは 251㏄以上が対象となります） 

北陸信越運輸局新潟運輸支局 

長岡自動車検査登録事務所 

℡050-5540-2041 

※音声案内が流れますので、 

026と押してください。 

各種保険等 手続きの要否を直接お問い合わせください 各保険会社等 

各種許認可等 手続きの要否を直接許認可機関・団体へお問い合わせください 各許認可機関・団体 

 

要確認 
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◎区画整理事業（住所変更）についてのお問い合わせは 

十日町市 都市計画課 区画整理係 

〒948-8501 

十日町市千歳町 3 丁目 3 番地 

TEL025-757-３１５０ 

 

 

◎建物等所在地の変更についてのお問い合わせは 

十日町市 税務課 家屋資産税係 

〒948-8501 

十日町市千歳町 3 丁目 3 番地 

TEL025-757-3728 

 

◎会社等住所表示の変更についてのお問い合わせは 

十日町市 税務課 市民税係 

〒948-8501 

十日町市千歳町 3 丁目 3 番地 

TEL025-757-3716 

 

◎会社等変更登記についてのお問い合わせは 

新潟地方法務局 法人登記部門 

〒951-8504 

新潟市中央区西大畑町 5191 番地 

TEL025-226-0955 

 

◎十日町市内の不動産変更登記についてのお問い合わせは 

  新潟地方法務局 十日町支局 

   〒948-0083 

    十日町市宮田町１番地 18 

     TEL025-752-2575 

 

その他の不動産については管轄法務局へ 

 

参考 

※法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/ 

  


